
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第１６５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年３月１３日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県東予
とうよ

港西 条
さいじょう

地区 西条港導灯（前灯）から真方位３４１°１,３

５０ｍ付近（概位 北緯３３°５６.２′ 東経１３３°１０.３′） 

事故等調査の経過 平成２１年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）

を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 ふじくら、４９４トン 

１３３２７７、株式会社フジシッピング 

乗組員等に関する情報 船長 五級海技士（航海） 

死傷者等 なし 

損傷 船底に擦過傷及びプロペラを欠損 

事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、厚板約１,４４０トンを積載し、船

首約３.３ｍ、船尾約４.６ｍの喫水で、東予港西条地区内を航行中、航路

の右方に漁船が多数いたため、導灯より左方を航行し、漁船群を通過後、

導灯線に乗る針路に復そうとしたが、西風の影響を受けて思うような操船

ができず、平成２１年３月１３日０８時４０分ごろ、本陣川河口の右岸側

の水深約４ｍの浅瀬に乗り揚げた。 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ５～６ 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、東予港西条地区において、水路の中央

を示す導灯線に乗る針路で航行していたものと

考えられる。 

 船長は、水路の東側に浅瀬が存在していること

を知っていたものと考えられる。 

 本船は、右方の漁船群を避けるために導灯線の

左側を航行し、水路の東側の浅瀬に接近すること

になったものと考えられる。 

本船は、右舷側から西風を受け、漁船群を通過

したのち、導灯線に乗せる針路とすることができ

なかったため、浅瀬に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が東予港西条地区において航行中、導灯線の左側の針路

として右方の漁船群を通過した際、西風を受けて導灯線に乗せる針路とす

ることができなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと

考えられる。 



 




